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○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八

号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める

告示 

（平成二十九年五月二十九日） 

（内閣府・総務省告示第一号） 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主

務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十

条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号の規定により特定個人情報を提供する場

合に本人の同意が必要な場合を次のように定める。 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条

第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務

を定める告示 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「法」と

いう。)第十九条第八号の規定に基づき、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に

定める情報を提供するときは、当該提供について本人（法第二条第六項に規定するものをい

う。)の同意を得なければならない。この場合において、情報照会者（法第十九条第八号に

規定する「情報照会者」をいう。）が、情報提供者（同号に規定する「情報提供者」をいう。)

に対し、当該情報の提供を求めるに当たっては、当該情報提供者が当該情報を提供すること

につき、当該情報照会者が、当該情報提供者に代わって当該情報に係る本人の同意を得るも

のとする。 

一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二

の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成二十六年内閣府・総務省令第七号。

以下「主務省令」という。)第七条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

二 主務省令第十二条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

三 主務省令第十二条第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

四 主務省令第十二条第七号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

五 主務省令第十三条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

六 主務省令第十三条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報 
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七 主務省令第十九条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報（生活保護法（昭和二十

五年法律第百四十四号）第六条第二項の要保護者（以下「要保護者」という。)に係る

情報を除く。） 

八 主務省令第十九条第二号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要保護者に係る

情報を除く。) 

九 主務省令第十九条第三号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要保護者に係る

情報を除く。） 

十 主務省令第十九条第四号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要保護者に係る

情報を除く。） 

十一 主務省令第十九条第五号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要保護者に係

る情報を除く。) 

十二 主務省令第十九条第六号に掲げる事務（生活保護法第七十八条第一項から第三項ま

でに関する事務を除く。） 同条第一号カに掲げる情報（要保護者に係る情報を除く。） 

十三 主務省令第二十二条第四号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報 

十四 主務省令第二十二条第五号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報 

十五 主務省令第二十二条第六号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報 

十六 主務省令第二十三条第二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

十七 主務省令第二十四条に掲げる事務 同条第二号に掲げる情報 

十八 主務省令第二十四条の二第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

十九 主務省令第二十四条の二第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

二十 主務省令第二十四条の二第十一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

二十一 主務省令第二十四条の二第十二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

二十二 主務省令第二十四条の二第十三号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

二十三 主務省令第二十四条の二第十四号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

二十四 主務省令第二十四条の二第十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

二十五 主務省令第二十四条の二第十六号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

二十六 主務省令第二十四条の二第十七号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

二十七 主務省令第二十八条第三号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報 

二十八 主務省令第二十八条第六号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報 

二十九 主務省令第三十一条の二の二第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

三十 主務省令第三十一条の二の二第六号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 
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三十一 主務省令第三十一条の二の二第十二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

三十二 主務省令第三十一条の二の二第十三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

三十三 主務省令第三十一条の二の二第十四号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

三十四 主務省令第三十一条の二の二第十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

三十五 主務省令第三十一条の二の二第十六号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

三十六 主務省令第三十一条の二の二第十七号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

三十七 主務省令第三十一条の二の二第十八号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

三十八 主務省令第三十四条第二号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

三十九 主務省令第三十四条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

四十 主務省令第三十四条第四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

四十一 主務省令第三十五条に掲げる事務 同条第三号に掲げる情報 

四十二 主務省令第三十六条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

四十三 主務省令第三十六条第二号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

四十四 主務省令第三十六条第三号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

四十五 主務省令第三十九条に掲げる事務 同条第三号に掲げる情報 

四十六 主務省令第三十九条の二に掲げる事務 同条第一号に掲げる情報 

四十七 主務省令第四十三条の四第一号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報 

四十八 主務省令第四十三条の四第二号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報 

四十九 主務省令第四十四条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報（中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成六年法律第三十号）第十四条第一項及び第三項の支援給付、中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第一項の支援給付並びに中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成二十五年法律第百六号。以下この号において「平成二十五年改正法」とい

う。）附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改

正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（以下この号において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平

成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧

法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の

支給を必要とする状態にある者（以下「要支援者」という。)に係る情報を除く。） 



4/5 

五十 主務省令第四十四条第二号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要支援者に

係る情報を除く。) 

五十一 主務省令第四十四条第三号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要支援者

に係る情報を除く。) 

五十二 主務省令第四十四条第四号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要支援者

に係る情報を除く。) 

五十三 主務省令第四十四条第五号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報（要支援者

に係る情報を除く。） 

五十四 主務省令第四十四条第六号に掲げる事務（生活保護法第七十八条第一項及び第二

項に関する事務を除く。） 同条第一号カに掲げる情報（要支援者に係る情報を除く。) 

五十五 主務省令第四十七条第一項第三十八号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報（同号

の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象

者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち被保険者、被保険

者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ

れらであった者に係る情報を除く。) 

五十六 主務省令第四十九条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

五十七 主務省令第四十九条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

五十八 主務省令第五十一条第七号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

五十九 主務省令第五十三条第一号に掲げる事務 同号ヘに掲げる情報 

六十 主務省令第五十三条第二号に掲げる事務 同号ホに掲げる情報 

六十一 主務省令第五十三条第三号に掲げる事務 同号ニに掲げる情報 

六十二 主務省令第五十三条第四号に掲げる事務 同号に掲げる情報 

六十三 主務省令第五十三条第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報 

六十四 主務省令第五十九条に掲げる事務 同条第一号に掲げる情報 

六十五 主務省令第五十九条の二の二第十四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報 

附 則 

この告示は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平成二十九年五月三十日)か

ら施行する。 

附 則（平成二十九年六月三十日内閣府・総務省告示第三号) 

この告示は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

（平成二十九年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定及び健康保険法施行規則等
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の一部を改正する省令（平成二十九年厚生労働省令第六十九号）附則ただし書に掲げる規定

の施行の日（平成二十九年七月一日)から施行する。 

附 則（平成二十九年七月十四日内閣府・総務省告示第四号） 

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令（平成二十九年

内閣府・総務省令第六号）の施行の日から施行する。 

附 則（令和元年九月三十日内閣府・総務省告示第一号） 

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令（令和元年内閣

府・総務省令第八号）の施行の日から施行する。 

附 則（令和元年十二月二十六日内閣府・総務省告示第二号） 

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令（令和元年内閣

府・総務省令第九号)の施行の日から施行する。 

附 則（令和二年四月一日内閣府・総務省告示第一号） 

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令（令和二年内閣

府・総務省令第四号）の施行の日から施行する。 

附 則（令和二年八月三十一日内閣府・総務省告示第二号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和三年七月三十日内閣府・総務省告示第四号） 

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令（令和三年内閣

府・総務省令第九号）の施行の日から施行する。 

   附 則（令和三年七月三十日内閣府・総務省告示第五号） 

 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令（令和三年内閣

府・総務省令第十号）の施行の日から施行する。 

   附 則（令和三年八月二十七日内閣府・総務省告示第六号） 

 この告示は、令和三年九月一日から施行する。 


